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第６９回教育研究評議会議事要録

１ 日 時 平成２１年３月２７日（金）１０：００～１２：１０

２ 場 所 事務局第１会議室

３ 新任の副学長の紹介

議長から，３月１日付けで新たに就任した副学長の紹介があり，当該者から挨拶が

あった。

４ 議 事

(1) 平成２１年度年度計画（案）について

理事（社会貢献担当）から，資料１に基づき，平成２１年２月２７日開催の教育研究

評議会で部局等からの意見への対応を審議した平成２１年度年度計画（案）に，更に検

討を加え必要な修正を行い，文部科学省へ提出する様式で整理した最終案について説明

があり，審議の結果，異議なく了承された。

(2) 国立大学法人長崎大学の第二期中期目標・中期計画（原案）について

理事（総務担当）から，資料２に基づき，学長・副学長会議及び計画・評価本部で策

定した国立大学法人長崎大学の第二期中期目標・中期計画（原案）について説明があり，

今回は持ち帰り検討願うものとし，意見等があれば，４月１５日（水）までに総務部企

画課まで提出願いたい旨の依頼があった。

(3) 病院の改革に伴う新たな病院運営方針及び関係規則の整備について

議長から，資料３－１に基づき，大学病院改革検討委員会から最終答申のあった今後

の本学附属病院のあり方について説明があった。

引き続き，理事（総務担当）から，資料３－２に基づき，①長崎大学医学部・歯学部

病院を長崎大学病院に改めること，②病院長は学長が指名する理事をもって充てること

とすること，③病院に教授会を置くこと，④副病院長の人数を６人以内とすること及び

⑤その他病院の組織を見直すため，国立大学法人長崎大学基本規則，長崎大学教授会規

則，長崎大学部局長選考規則，長崎大学副部局長規則の一部改正及び長崎大学病院規則

の制定について説明があり，審議の結果，異議なく了承された。

(4) 長崎大学における公益通報に関する規程の制定について

理事（総務担当）から，資料４及び参考資料に基づき，本学における公益通報の適正

な処理の仕組みを定めることにより，法令違反行為の早期発見及び是正を図り，もって，

法令遵守の推進に資するため，長崎大学における公益通報に関する規程を制定すること

について説明があり，審議の結果，異議なく了承された。
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(5) 長崎大学スペース・コラボレーション・システム事業実施委員会規則の廃止について

副学長（広報担当）から，資料５に基づき，平成２１年３月３１日付けで独立行政法

人メディア教育開発センターが廃止することに伴い，スペース・コラボレーション・シ

ステム（ＳＣＳ）事業が終了することから，本学におけるＳＣＳ事業の実施に関し必要

な事項を審議するために設置された長崎大学スペース・コラボレーション・システム事

業実施委員会を廃止するため，長崎大学スペース・コラボレーション・システム事業実

施委員会規則を廃止することについて説明があり，審議の結果，異議なく了承された。

５ 報告事項

(1) 部局長の選考結果について

学長から，平成２１年３月３１日付けで任期満了となる部局長について後任の選考結

果の報告があった。

(2) 新任の学長特別補佐について

学長から，平成２１年４月１日付けで就任する新任の学長特別補佐について報告があ

った。

(3) 平成２０年度年度実績報告書の策定スケジュールについて

理事（社会貢献担当）から，資料６に基づき，平成２０年度実績報告書の策定スケジ

ュールについて報告があった。

(4) 寄附講座の設置（継続）について

医歯薬学総合研究科長から，資料７に基づき，長崎県及び五島市からの寄附に基づい

て設置した講座「離島・へき地医療学講座」を継続することについて報告があった。

(5) 長崎大学人事委員会規則の一部改正及び長崎大学男女共同参画推進専門部会規程の

制定について

副学長（男女共同参画・安全管理担当）から，資料８－１及び８－２に基づき，本学

における男女共同参画の推進を図ることを目的として，長崎大学人事委員会に長崎大学

男女共同参画推進専門部会を設置するため，長崎大学人事委員会規則の一部改正を行う

こと及び長崎大学男女共同参画推進専門部会規程を制定することについて報告があった。

(6) その他

ア ４月及び５月の教育研究評議会の開催日時について

総務課長から，４月及び５月の教育研究評議会の開催日時について連絡があった。

イ 第２回経営協議会・教育研究評議会合同会議の開催について

総務課長から，第２回経営協議会・教育研究評議会合同会議の開催日時等について

連絡があった。

以 上


